
から、情報連携の本格運用が開始され、各種年
金関係手続のほか、介護保険を始め高齢者福祉
に関する手続において、従来必要とされていた
住民票の写しや課税証明書、年金証書等の書類
が不要となっている。本格運用の対象事務は、
平成29年11月の約900から、令和4年11月に
は約2,400と、順次拡大している。こうしたマ
イナンバー制度の取組状況について、地方公共
団体等とも連携し、国民への周知・広報を行っ
た。
また、金融庁・財務局職員による出張授業

（オンライン授業を含む。）の実施や教員向け研
修会への講師派遣を行うほか、高校生及び教員
向けの授業動画や若年層向けの金融経済に関す
る解説動画のオンライン配信など、ICTの活用
により幅広い層に対して金融経済教育を推進し
た。

エ 高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進
高齢者等が、デジタル技術の利活用により、
豊かな生活を送ることができるようにするた
め、住居から地理的に近い場所で、身近な人か
らデジタル活用を学べる環境が必要である。こ
のため、総務大臣政務官及び厚生労働大臣政務
官の共宰により開催された「デジタル活用共生
社会実現会議」において、高齢者等のデジタル
活用を支援するデジタル活用支援推進事業の講
師の仕組みの検討が行われ、平成31年4月に
提言が示された。令和元年度には、この提言に
基づきデジタル活用支援の全国展開に向けた基
礎調査を実施し、令和2年度には全国11か所
（12件）で実証事業を実施した。
令和3年度からは本格的に事業を実施するこ
ととし、民間企業や地方公共団体等と連携し、
スマートフォンを利用したオンライン行政手続
等に対する助言・相談等を行うデジタル活用支

援の講習会を、全国の携帯ショップ等において
実施している。令和4年度は、全国4,804箇所
において実施した。
また、関係省庁、地方公共団体・関連団体・
ボランティア団体等と連携し、高齢者等のデジ
タルに不慣れな方をサポートするため、国民運
動として、「デジタル推進委員」の取組を令和
4年度に2万人以上でスタートした。

オ ライフステージに応じた消費者教育の取組
の促進
消費者の自立を支援するために行われる消費
生活に関する教育、すなわち消費者教育は、幼
児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に
行われるとともに、年齢、障害の有無その他の
消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなけ
ればならない。こうした消費者教育を総合的か
つ一体的に推進するため、平成24年12月に
「消費者教育の推進に関する法律」（平成24年法
律第61号）が施行され、令和5年3月には、
同法に基づく「消費者教育の推進に関する基本
的な方針」の2回目の変更の閣議決定を行っ
た。令和4年度には、令和3年度地方消費者行
政に関する先進的モデル事業において作成した
高齢者向け消費者教育教材の活用事例集を取り
まとめた。

（2）社会参加活動の促進
ア 多世代による社会参加活動の促進
（ア）高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、
地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織で
ある老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う
地域の高齢者の社会参加活動を支援した（図2
－2－5）。国民一人一人が積極的に参加し、
その意義について広く理解を深めることを目的
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とした「全国健康福祉祭（ねんりんピック）」
について、令和4年11月に「第34回全国健康
福祉祭　神奈川・横浜・川崎・相模原大会」を
開催した。
また、地域の社会教育を推進するため、社会
教育を行う者に対する専門的・技術的な指導助
言を行う社会教育主事等の専門的職員の養成等
を図った。
さらに、退職教員や企業退職高齢者等を含む
幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、
地域と学校が連携・協働して、学びによるまち
づくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等に
おける学習・体験活動等、地域全体で未来を担
う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地
域学校協働活動」を全国的に推進した。
加えて、地域で子供たちがプログラミング等
ICT活用スキルを学ぶ機会を提供し、高齢者を
含む地域住民との交流や地域人材の育成に資す

るものである「地域ICTクラブ」の普及促進
に取り組んだ。
また、企業退職高齢者等が、地域社会の中で
役割を持って生き生きと生活できるよう、有償
ボランティア活動による一定の収入を得ながら
自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動
を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス
の基盤整備を促進する「高齢者生きがい活動促
進事業」を実施した。
加えて、高齢者を含む誰もが旅行を楽しむこ
とができる環境を整備するため、令和2年12
月に創設した「観光施設における心のバリアフ
リー認定制度」の普及促進に取り組んでいる。
さらに、旅館・ホテル等におけるバリアフリー
化への改修の支援を実施した。
また、高齢者の社会参加や世代間交流の促
進、社会活動を推進するリーダーの育成・支
援、さらには関係者間のネットワーキングに資

図2－2－5 　老人クラブ数と会員数の推移
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することを目的に、地域参加に関心を持つ者が
情報交換や多様な課題についての議論を行う
「高齢社会フォーラム」を毎年行っており、令
和4年度においては、令和4年10月に愛知県
名古屋市で開催した。
また、年齢にとらわれず自由で生き生きとし
た生活を送る高齢者（エイジレス・ライフ実践
者）や社会参加活動を積極的に行っている高齢
者の団体等を毎年広く紹介しており、令和4年
度においては、個人55名及び40団体を選考し、
社会参加活動等の事例を広く国民に紹介する事
業を実施した。

（イ）高齢者の余暇時間等の充実
高齢者等がテレビジョン放送を通じて情報ア
クセスの機会を確保できるよう、字幕放送、解
説放送及び手話放送の充実を図るため、平成
30年2月にテレビジョン放送事業者の字幕放
送等の令和9年度までの普及目標値を定めた
「放送分野における情報アクセシビリティに関
する指針」を策定した。本指針に基づき、各放
送事業者は字幕放送等の普及に取り組んでお
り、本指針対象番組に対する字幕放送の令和3
年度実績において、NHK総合及び在京キー5
局では約100％を引き続き達成した。本指針は
策定から5年後を目途に見直しを行うとされて
いたことから、本指針の見直しを始め、視聴覚
障害者等向け放送の充実に関する施策の企画・
立案に資することを主たる目的として、令和4
年11月から「視聴覚障害者等向け放送の充実
に関する研究会」を開催している。

イ　市民やNPO等の担い手の活動環境の整備
市民やNPO等の活動環境を整備するため、
認定NPO法人等の寄附税制の活用促進に取り
組むとともに、特定非営利活動促進法（平成

10年法律第7号、以下「NPO法」という。）の
円滑な運用に取り組んだ。また、NPO法に基
づく各種事務のオンライン化のためのシステム
を構築し、稼働を開始した。
また、開発途上国からの要請（ニーズ）に見
合った技術・知識・経験を持ち、かつ開発途上
国の社会や経済の発展への貢献を希望する国民
が、JICA海外協力隊員（対象：20歳から69歳
まで）として途上国の現場で活躍する、独立行
政法人国際協力機構を通じた事業（JICAボラ
ンティア事業）を引き続き推進した。なお、新
型コロナウイルス感染症対策の観点から、感染
状況や医療面での受け入れ体制が整った国から
派遣を行い、派遣前訓練も限定的なものとし
た。

4　生活環境

「生活環境」については、大綱において、次
の方針を示している。

高齢者の居住の安定確保に向け、高齢者
向け住宅の供給を促進し、重層的かつ柔軟
な住宅セーフティネットの構築を目指すと
ともに、住み慣れた地域の中で住み替えの
見通しを得やすいような環境整備を進め
る。また、高齢者のニーズを踏まえ将来に
わたり活用される良質な住宅の供給を促進
し、併せて、戸建てや共同住宅の特性の違
いにも留意しつつ、それらが適切に評価、
循環利用される環境を整備することを通
じ、生涯にわたって豊かで安定した住生活
の確保を図るとともに、高齢者が保有する
住宅の資産価値を高め、高齢期の経済的自
立に資するとともに、その資産の次世代へ
の適切な継承を図る。
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